
開発事業に係る手続フロー   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⓐ大規模開発事業  Ⓑ葬祭場等  Ⓒ中高層建築物の開発事業 ⒶⒷⒸ以外の開発事業 

①事前相談 

開発事業申請の３か月前 

標識設置（第 22条）⇒②標識設置届（設置後速やかに） 

③近隣関係者等説明 

複数回の説明会開催（第 23条・規則第 15条） 

③近隣関係者説明 

（第 23条・規則第 15条） 

・周知期間：標識を設置した日の翌日から起算してⒶ大規模は６０日、Ⓑ葬祭場等及びⒸ中高層は３０日、
ⒶⒷⒸ以外は１４日  

・調査期間：標識設置届を届け出た日の翌日から起算して７日           （第 26条第 1項） 

⑤第５章に定める施設整備等の基準について、 
市長その他の施設管理者等との協議 

開発事業承認（第 27条） 

※承認基準 
・第５章に定める施設整備等の基準に適合していること。 
・標識を適正に設置していること。 
・近隣説明結果報告書の内容が規則で定める事項に適合していること。 

※標準的な審査期間は、３６日です。（規則第 19条） 
 ただし、土、日、祝日、年末年始等の休日は、期間に算入しません。 

※工事着手の制限（第 28条） 
 市長が承認した日以後でなければ、開発事業の工事に着手はできません。 

都計法の許可手続（必要な場合） 

工事着手 ⇒ ⑥工事着手届 
（着手後、７日以内に届出：第 31条） 

 

完了検査（第 33条） 

 

検査済証交付  

④開発事業申請（第 26 条）  

上記を経過した日のいずれか遅い日以降 

工事完了 ⇒ ⑦工事完了届 
（完了後、速やかに届出：第 33 条） 

 

近隣関係者との紛争 
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あっせん又は調停のため 
必要があると認めるとき 

※大規模とは（第 24条） 

ア 開発事業区域の面積が 10,000㎡以上 

イ 100戸以上の共同住宅 

又は延べ面積が 10,000㎡以上の建築物の建築 

※中高層とは 

地上 4階以上又は最高の高さが 10m を超える建築物 

標識設置（第 22条）⇒②標識設置届（設置後速やかに） 

建築確認申請 



 

 

① 大規模開発事業に係る事前相談（第 24条） 

  ・④の開発事業申請書の提出の３か月前までに、大規模事業相談書を提出します。 

  ・提出図書及び部数：大規模事業相談書、付近見取図、土地利用計画書、平面図、立面図及び日影図

（日影図は中高層建築物に限る）等を各１７部（規則第 17条） 

② 標識設置届（第 22条） 

  ・開発事業区域の見やすい場所に標識を設置したときは、速やかに標識設置届を提出します。 

  ・提出図書及び部数：標識設置届、写真（標識の遠景及び近景）、付近見取図、近隣関係者への説明

に係る図書※１、日影図（中高層建築物の場合）を各１部（規則第 14条） 

   ※１：開発事業の概要、土地利用計画図、工期や工法及び作業方法など規則第 15条に規定するもの 

③ 近隣関係者等への説明（第 23条） 

  ・Ⓐ大規模開発事業及びⒷ葬祭場等については、近隣関係者を対象とした説明会の開催、標識を設置

した日の翌日から１４日以内に開発事業者に対して文書により説明を求めた周辺関係者を対象とし

た説明会の開催、訪問等の方法により開発事業の計画（規則第 15 条に掲げる事項）を説明します。 

  ・Ⓐ及びⒷ以外（フロー図のⒸ中高層及びⒶⒷⒸ以外の開発事業）については、近隣関

係者を対象とした説明会の開催、訪問等の方法により開発事業の計画を説明します。

（規則第 15 条に掲げる事項）  

④ 開発事業申請（第 26条） 

  ・周知期間及び調査期間を経過した日のいずれか遅い日以降に開発事業申請書を提出します。 

  ・提出図書及び部数：提出図書一覧（裏面の上段）を参照してください。正本及び正本の写しをファ

イルにとじ込み各１部（規則第 18条及び別表） 

  ・同意書：開発事業者及び土地所有者が相違する場合に限り必要です。（法人・個人の相違も必要です。） 

⑤ 第５章に定める施設整備等の基準について、市長その他の施設管理者等との協議 

  ・施設整備等の基準について、各担当部署に必要な図書を提出し、協議を行います。 

  ・上記④の開発事業申請時に、裏面の＜審査・協議用図書一覧＞に掲げる各課で必要な協議図書を持

参してください。受付処理を行った後にお戻しいたしますので、直接協議対象課等へ提出してく

ださい。 

  ・提出図書及び部数：裏面の＜審査・協議用図書一覧＞を参照してください。なお、総務部と福祉部

については、開発事業申請後に、協議の対象となる場合のみ連絡がありますので、指示された図書

を提出してください。 

⑥ 工事着手届（第 31条） 

  ・工事を着手したときは、工事着手の日の翌日から起算して７日以内に、工事着手届を提出します。 

  ・提出図書及び部数：工事着手届１部（規則第 23条） 

⑦ 工事完了届（第 33条） 

  ・工事が完了したときは、速やかに工事完了届を提出します。工事完了届が提出された時は、完了検

査を行います。基本的に検査は毎週木曜日に行いますが、検査予定日の前週の火曜日までに工事

完了届が提出されたものについて行います。 

  ・提出図書及び部数：工事完了届１部、工事が完了したことが確認できる２方向以上の写真（規則第

24条）※工区分けがある場合は、検査対象工区（区域）が分かる図面（土地利用計画図等） 

手続フロー①から⑦の説明  


